
原 議 保 存 期 間 5 年

(令和13年3月31日まで）

各 管 区 警 察 局 長

各都道府県警察の長

（参考送付先）

庁 内 各 局 部 課長

各 附属機 関の 長

事 務 連 絡

令 和 8 年 2 月 18日

警察庁長官官房首席監察官

殿

苦情申出制度等の運用状況について

令和7年中の都道府県警察における苦情申出制度等の運用状況については、別添の

とおりであるので、執務の参考とされたい。



令和7年中の苦情申出制度等の運用状況
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苦情の内容3
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法定苦情受理件数 1，673件



原 議 保 存 期 間 5 年

(令和13年3月31日まで）

事 務 連 絡

令 和 8 年 2 月 27日

警察庁長官官房首席監察官

皇 宮 警 察 本 部 長

各 管 区 警 察 局 長

各都道府県警察の長

殿

令和7年訟務統計について

みだしの件については、別添のとおりであるので活用されたい。
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令和7年訟務統計

訴訟事件の審級別状況調

告訴告発事件等調

人権侵犯事件調

行政不服申立事件調

１
２

３
４

式
式
式

式
様
様
様
様

１
１

１

ｂ
■
可
、
Ｌ
■
ｑ
、
Ｌ
■
ｑ
、
Ｌ
■
ｑ
、
“
ｂ
■
ｑ
、
Ｌ
■
ｑ
、
Ｌ
■
ｑ
、
ｂ
■
可
、
ｂ
■
可
、
ｂ
■
「
、
ｂ
■
可
、
ｂ
■
可
、

薑察庁長官官房人事課

可
Ｌ

h-,－/－， -P/÷ －Fノー ノー グ ー ／＝ グー ／一 ／＝ ／ ＝ グ ーグ ー ／一 ／ 一 夕 － グー ／＝ ／ 一 ／＝ ノー ／ ー ／一 ノー グー グー グ＝ ／＝ グーグ ー ／＝ ノー ノー グー ／ ー ／＝ ／＝ グー ／ － ／～ ノー グ ー グー グ一 ／ 一 〃～ グー グー

注 本統計は、令和7年中の警察に係る争訟事件について、令和4年3月9日付け警察庁丙人発第16号「訟務関係統計

資料の定期報告要領の制定について（通達)」に基づく都道府県警察からの報告等により作成したものである。

なお、様式1－1については、国（国家公安委員会・警察庁）を当事者とする事件を含んでいる。



様式1－1

訴 訟 事 件 の 審 級 別 状 況 調
（令和7年）

(全国）

補 助 参 加結 果Eヨ発

’’

末
済

数

期
未

当
の

件

当期中

の終結

件 数

前期か

らの繰

越件数

当期中

の参加

件 数

そ の 他判 決
前期か

らの繰

越件数

当期中
の発生

件 数

審級別

’ ｊ

計
Ｂく

警察側

勝訴

警察側

敗訴

ｊ

計
Ａく その他和解放棄 認諾 取下

事件種別

2 1058i一審 104 206 6941102

5523二審 27 55 82 50

行政訴訟事件
13361三審 3515 49341

19635179

■
■
■

計

193 337 9144

1

■
■
Ⅱ
Ⅱ
■2087 15 21一審 187 416 167 7229

弱1023二審 93 138 90 92I5

国家賠償事件

301471三審 126 51 4577

1 1135724 27302 17 5計 300 331 631

22 1120122一審 11526 141 40

6民事訴訟事件 二審 62 6 8

1三審 1

Ｆ
Ⅱ
Ⅱ
■1

227 1 2 112

Ｆ
■
Ⅱ
Ⅱ
■2計 2229 20 219(国家賠償事件を除く〕

3

Ｆ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ333 1 326 8 81276 5－審 15357 305 662

1635二審 154 228 146 1274

計

谷口

842三審 127 81 142 85

3 1 35 580 131 85計 503 28544 1017473



様式2－1

告訴・告発事件等調

（令和7年）
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告訴・告発事件等調

（令和7年）

(全国）
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告訴・告発事件等調

（令和7年）

(全国）
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様式3－1

人権侵犯事件調

（令和7年）
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様式4

行政不服申立事件調
（令和7年）

(全国）
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